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 市の魅力を効果的に発信し、関係・交流・定

住人口の増加を図るとともに、市民の市への

「愛着」や「誇り」を高め、市民幸福度（Well-

being）の向上につなげることを目的として、

市内を舞台にしたオリジナルストーリーの短

編映画「紡がれる想い」を制作しました。 

 この映画の完成を記念し、以下のとおり上映

会を開催します。多くの市民の皆様にご来場い

ただく予定です。 

 ｜日時 令和７年３月１６日（日）午後２時～ 

 ｜場所 フォーラム那須塩原 （那須塩原市

豊浦 12-1 ビバモール那須塩原内） 

 ｜内容 監督挨拶・市長挨拶 

     映画上映会 

     トークイベント（supported by 那須

塩原ブランドニットプロジェクト） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ｜プロデューサー・監督・脚本 

    小池 隆太（本市出身） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 主人公・相馬歩(そうまあゆむ)は高校 3 年生

で、家業の経木工場を手伝う日々を送っていた。

将来に迷う彼の元に、オーストリアからの留学

生アルマ・グルーバーがホームステイに来たが、

彼女もまた悩みを抱えていた。言葉の壁に苦労

しながらも、那須塩原で過ごす中で、2 人は次

第に心を通わせる。経木からヒントを得るアル

マ、地元や家業の魅力を再認識した歩。いつも

の風景が新たな視点で輝き出す。友情と成長、

そして未来への希望を描く青春ストーリー。 

 ｜企画協力 

  一般社団法人那須野ヶ原青年会議所 

  一般社団法人黒磯那須青年会議所 

 ｜撮影協力 

  栃木県立那須拓陽高等学校 

  島倉産業株式会社 

  ホウライ株式会社那須千本松牧場 

  和泉牧場 

令和７年３月 14日 定例記者会見資料 

所属 企画部企画政策課 

氏名 相馬 智子  電話 0287-62-7106 

市制作短編映画「紡がれる想い」完成記念上映会 

－全編市内で撮影！完全オリジナルストーリー「紡がれる想い」が完成。 

                      完成を記念した上映会を開催－ 

－ 

－那須塩原で生まれた、高校生と留学生の心の絆。言葉の壁を越え、 

友情と成長を描く青春物語－ 

◀ブランドニットプ
ロジェクト 

上映会情報▶ 

https://nasushiobara-brandknit.com/
https://nasushiobara-brandknit.com/
https://nasushiobara-brandknit.com/
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/event/21275.html
https://nasushiobara-brandknit.com/
https://nasushiobara-brandknit.com/
https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/event/21275.html


申し込みフォーム

（那須塩原市豊浦12-1 ビバモール那須塩原内 ）

時 間 14：00～16：00
会 場 フォーラム那須塩原

入場無料 ※申込多数の場合は抽選
※申し込みが必要です

市短編映画完成記念上映会

令和7年

３月16日 Sun
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